
宅地建物取引上の人権問題に関する県指針及びアクションプランについて

平成23年12月26日

人権・同和対策課

県では、今年６月に「宅地建物取引上の人権問題に関する鳥取県行動指針（アクションプログ

ラム）」を策定し、宅地建物取引の場における土地差別、入居差別等の人権問題の解決に向けた

取り組みを進めています。

１ 県行動指針及びアクションプランの策定(平成23年6月)

・県の基本施策を示す行動指針において、県、市町村、宅地建物取引業者等の責務を規定。

・この指針に基づくアクションプランの中で、具体的な取り組みやスケジュールを定める。

２ アクションプランの主な取り組み

（１）啓発用資料の作成等

・啓発用パンフレット、ステッカーの作成

・啓発用ＤＶＤの購入(7月）、一般貸出（人権ひろば２１ライブラリーにて10月から貸出）

・パンフレット、ＤＶＤの研修会等での活用

（２）啓発事業の実施

・土地差別問題をテーマとした人権問題講演会の実施

（H23.7.14 とりぎん文化会館、H23.11.16 米子コンベンションセンター）

・市町村や企業団体での各種研修

・県政だより、人権啓発ラジオ等での啓発

（３）実態把握の実施

・鳥取県人権意識調査結果の活用、施策への反映を検討

・宅地建物取引上の差別事象への対応

・隣保館訪問調査（9～11月）

・宅地建物取引上の人権問題に関するアンケート調査（8月末に県内隣保館を対象に実施）

（４）宅地建物取引業団体との連携・協力

・「自主行動基準」（仮称）の策定要請(6月)、策定･運用に対する支援

自主行動基準とは… 宅建業者が関係法令等を遵守することに加え、法令等の定めのない

事項（人権尊重、モラルの向上等）について自主的に定めた行動基準

・業界団体へ人権問題に係る指導者養成の要請

・宅地建物取引業の研修会等での啓発
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